（参考資料２-３）
本紙は、文書管理についての、民間教育訓練機関における一般的なマニュアルとしての参考例であるため、ガイドラインが求めている取組以外の項目も含みます。本紙を参考にマニュアルを策定する場合には、「自己診断及び審査の基準」をよくお読みになり、自己診断及び審査において確認すべきことをご理解いただいた上で、組織の状況に応じて策定してください。（※文書管理についての取組が、別マニュアル等で定められている場合、本紙を参考に新たなマニュアルを策定することは不要です。）






文書管理規程【法人】（例）




作成：令和〇年〇月〇日
改訂：令和〇年〇月〇日
第１章　総則

（目的）
第１条　この規程は、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき、当法人における文書を適切に作成・整理・保存し、ガイドラインの適用および遵守状況を明確に記録するために必要な事項を定めることを目的とする。
また、法人としての業務遂行に関する意思決定の過程や事業実績を確認できるよう、法人文書の管理を体系的かつ効率的に行うことを目的とする。

（定義）
第２条　この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
（１）法人文書
職員が職務上作成・取得し、組織的に使用する文書（図画や電子データを含む）で、当法人が保有するものをいう。
（２）法人文書ファイル等
内容に関連性があり、同一の保存期間とすることが適当な法人文書をまとめた集合物（法人文書ファイル）および単独で管理する法人文書の総称をいう。
（３）法人文書ファイル管理簿
法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存場所、廃棄の有無等を記録するための帳簿をいう。
（４）廃棄簿
廃棄した法人文書ファイル等の名称、廃棄日等を記録する帳簿をいう。
（５）本部
当法人の管理機能を有する本部事務所をいう。
（６）施設
職業訓練サービス等、実際の教育訓練業務を行う事業所をいう。
（７）法人文書分類基準表
法人文書の保存期間を設定する際に参照する基準として定める一覧をいう。

（他の法令との関係）
第２条の２　法人文書の管理について、法令またはこれに基づく命令に定めがある場合は、その規定を優先し、その他の場合は本規程に従う。

第２章　管理体制

（文書管理責任者）
第３条　当法人に文書管理責任者を置く。
２　文書管理責任者は総務部長とする。
３　文書管理責任者は、次の事務を統括して行う。
（１）法人文書ファイル管理簿、廃棄簿および法人文書分類基準表の作成・整備
（２）文書管理に関する研修の企画および実施
（３）組織の新設・改廃等に伴う必要な文書管理措置
（４）文書保存要領その他、本規程の運用に必要な細則の整備
（５）文書管理全般に関する最終的な管理および調整

（文書管理者）
第４条　本部および各施設に文書管理者を置く。
２　文書管理者は、文書管理責任者が担当業務に応じて指名する。
３　文書管理者は、自らが管理する法人文書について、次の業務を行う。
（１）文書の適切な保存・保管
（２）保存期間満了時の措置（廃棄・移管等）の設定
（３）法人文書ファイル管理簿への必要事項の記載
（４）文書の廃棄および廃棄簿への記載
（５）文書管理状況の点検および改善
（６）文書の作成・整理方法について職員への指導および助言

（職員の責務）
第５条　すべての職員は、関係法令、本規程および文書管理責任者・文書管理者の指示に従い、法人文書を適切に作成し、整理し、管理しなければならない。

第３章　作成

（文書主義の原則）
第６条　職員は、文書管理責任者および文書管理者の指示に従い、当法人における意思決定の過程や業務の経緯・結果が合理的に確認できるよう、必要な文書を作成しなければならない。軽微な事案を除き、業務の処理に関しては記録を残すものとする。

（別表第１の業務に係る文書作成）
第７条　別表第１に掲げる業務については、その経緯や判断過程がわかるよう文書を作成するものとする。
２　職員は、前条の文書主義の原則に基づき、別表第１に該当する事項に関する打合せ（職員同士または外部者との折衝等を含む）について記録を作成する。
３　ガイドラインの適用および遵守状況を記録する次の文書は、当該業務実施時に必ず作成するものとする。
・内部監査結果報告書
・是正報告書・予防処置報告書
・マネジメントレビュー報告書

（適切かつ効率的な文書作成）
第８条　文書作成にあたっては、内容の正確性を確保するため、原則として複数の職員による確認を経たうえで、文書管理者が最終確認を行う。
２　職員と外部者との打合せ記録については、当該職員の確認に加え、可能な限り相手方にも内容確認を行うことで正確性を高める。相手方の確認が困難な場合は、その理由を記録しておくものとする。
３　書作成の効率化を図るため、再利用可能な様式・資料等については、ファイルサーバ等を活用し職員が利用できるよう共有するものとする。

第４章　整理

（職員の整理義務）
第９条　職員は、次条および第11条に従い、次のとおり法人文書の整理を行わなければならない。
（１）作成または取得した法人文書を分類し、名称を付するとともに、保存期間およびその満了日を設定すること。
（２）内容に関連があり、同一の保存期間とすることが適当な法人文書を一つの集合体（法人文書ファイル）にまとめること。
（３）まとめた法人文書ファイルについて、分類・名称付け・保存期間と保存期間満了日の設定を行うこと。

（分類・名称）
第10条　法人文書ファイル等は、当法人の事務および事業の性質や内容に応じ、系統的かつ分かりやすく分類し、名称を付けるものとする。別表第１に掲げる業務に関する文書については、同表を参照し分類する。

（保存期間）
第11条　文書管理責任者は、別表第１を基に「法人文書分類基準表」を整備しなければならない。別表第１に該当しない文書については、事務・事業の性質を参酌し適切な保存期間を設定する。
２　職員が文書に設定する保存期間は、前項の「法人文書分類基準表」に従うものとする。
３　当法人の業務運営や意思決定の経緯、事業実績の説明に必要な文書については、原則として３年以上の保存期間を設定するものとする。
４　次の文書については、例外として保存期間を１年未満とすることができる（ただし前項に該当するものを除く）。
（１）正本・原本が別に管理されている文書の写し
（２）定型的・日常的な業務連絡、日程表等
（３）出版物または公表物を編集した文書
（４）所掌事務に関する事実関係の照会への回答
（５）誤記等により利用に適さない文書
（６）意思決定過程で作成されたもので、その意思決定に影響しない文書
（７）保存期間１年未満が適当と業務単位で定められた文書
５　保存期間の起算日は、文書作成取得日の属する年度の翌年度４月１日とする。ただし、文書管理者が適当と認める場合は、文書作成取得日から１年以内の任意の日を起算日とすることができる。
６　法人文書ファイルの保存期間は、ファイル内の文書の保存期間に従う。
７　法人文書ファイルの保存期間の起算日は、ファイル作成日の属する年度の翌年度４月１日とする。ただし、文書管理者が適当と認める場合は、ファイル作成日から１年以内の任意の日を起算日とすることができる。
８　保存期間が作成時には確定できない文書およびそれを含む法人文書ファイルについては、前２項の規定を適用しない。

第５章　保存及び閲覧

（保存）
第12条　文書管理者は、本規程および法人代表者が別に定める基準に従い、担当する法人文書ファイル等を、保存期間が満了する日まで適切に保存しなければならない。なお、文書管理者が変更となり文書を引き継いだ場合は、この限りではない。

（閲覧）
第13条　講師およびスタッフは、教育訓練の質の向上に資することを目的として、文書管理者が管理する法人文書ファイル等を閲覧することができる。
２　閲覧の際は、文書管理者の許可を得なければならない。
３　閲覧対象の法人文書に個人情報が含まれる場合は、個人情報保護の観点から、次の事項を「保存文書閲覧記録簿」に記録するものとする。
・閲覧対象文書名
・閲覧者氏名
・閲覧日
・閲覧目的
４　閲覧にあたっては、文書の持ち出し、複写、撮影等を行う場合に別途定められた方法があるときは、それに従わなければならない。 

第６章　法人文書ファイル管理簿

（法人文書ファイル管理簿の整備および備付け）
第14条　文書管理責任者は、当法人における法人文書ファイル等の管理状況を適切に把握するため、「法人文書ファイル管理簿」を電子データ（磁気ディスク）により整備するものとする。
２　法人文書ファイル管理簿は、法人内であらかじめ定めた場所に備え、必要に応じて閲覧できる状態にしておくものとする。

（法人文書ファイル管理簿への記載）
第15条　文書管理者は、少なくとも年１回、現在管理している法人文書ファイル等（保存期間３年以上のものに限る）について、必要事項を法人文書ファイル管理簿に記載し、内容が最新となるよう更新するものとする。
２　保存期間が満了した法人文書ファイル等を廃棄した場合、文書管理者は、法人文書ファイル管理簿から当該ファイルの記載を削除するとともに、廃棄した法人文書ファイル等の名称、廃棄日等を「廃棄簿」に記録するものとする。
３　法人文書ファイル管理簿の記載内容を変更した場合は、その理由および変更日を明確にすることとし、後日の確認・監査に対応できるよう記録を残すものとする。

第７章　廃棄又は保存期間の延長

（保存期間が満了したときの措置）
第16条　文書管理者は、担当する法人文書ファイル等について、保存期間満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了した際の措置（廃棄・移管など）を設定しなければならない。
２　保存期間が満了した法人文書ファイル等の措置を定める際は、文書管理責任者の同意を得た上で、法人文書ファイル管理簿にその内容を記載するものとする。

（移管又は廃棄）
第17条　文書管理者は、文書管理責任者の指示に従い、前条で定めた措置に基づいて、保存期間が満了した法人文書ファイル等を廃棄または移管しなければならない。

（保存期間の延長）
第18条　文書管理者は、次のいずれかに該当する法人文書ファイル等については、保存期間を延長し、該当事由が終了するまで保存しなければならない。
（１）監査・検査の対象となっている文書　当該監査・検査が終了するまで保存する。
（２）係属中の訴訟における必要文書　訴訟が終結するまで保存する。
（３）係属中の不服申立てに必要な文書　裁決または決定の翌日から１年間保存する。
（４）請求が行われた文書　開示請求の処理が完了するまで保存する。
２　文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等であっても、職務遂行上必要があると判断した場合は、文書管理責任者の承認を得て、必要な限度で保存期間を延長することができる。

第８章　点検・監査及び管理状況の報告等

（点検・監査）
第19条　文書管理者は、自らが管理する法人文書ファイル等の管理状況について、少なくとも毎年度１回、点検を行い、その結果を文書管理責任者に報告しなければならない。
２　文書管理責任者は、文書管理者からの点検報告および内部監査・外部監査等の結果を踏まえ、必要な改善措置を講ずるものとする。
３　文書管理責任者は、必要に応じて点検方法や点検項目を文書管理者に指示することができる。


（紛失等への対応）
第20条　文書管理者は、法人文書ファイル等の紛失、誤廃棄、汚損等が判明した場合には、速やかに文書管理責任者へ報告しなければならない。
２　文書管理責任者は、前項の報告を受けた場合、被害拡大の防止、原因調査、再発防止策の検討等、必要な措置を講ずるものとする。
３　文書管理責任者は、必要があると認める場合、法人代表者への報告を行うものとする。

第９章　研修

（研修の実施）
第21条　文書管理責任者は、職員が法人文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識・技能を習得できるよう、必要な研修を企画し、実施するものとする。
２　文書管理責任者は、職員が少なくとも毎年度１回、研修を受講できる環境を整備しなければならない。
３　文書管理者は、前年度に実施された研修について、その受講状況を毎年度１回、文書管理責任者へ報告するものとする。

（研修への参加）
第22条　文書管理者は、文書管理責任者およびその他の機関が実施する研修に、必要な職員を適宜参加させなければならない。
２　職員は、業務に支障のない範囲で、適切な時期に研修を受講しなければならない。

第１０章　補則

（細則）
第23条　本規程に定めのない事項および本規程の運用に必要な具体的な手続き・方法については、法人代表者が別途定めるものとする。また、文書管理責任者は、必要に応じて文書管理に関する細則や手順書を整備し、職員が適切に運用できるようにするものとする。

別表第１（第１１条関係）
〔文書保存期間基準表〕
１　第１類（永久保存）
（１）設立又は改廃に係る登記、財産的基礎に関する文書
（２）不動産取得及び登記に関する文書
（３）施設等の建設及び登記等に関する文書
（４）前各号に掲げるもののほか、永久保存の期間が必要であると認められるもの

２　第２類（３０年保存）
（１）業務方法書、中期計画、年度計画及び規程の制定、改正又は廃止に関する決裁文書
（２）当法人を当事者とする訴訟に関する文書
（３）規程原簿及び要領原簿
（４）法人文書ファイル管理簿
（５）移管・廃棄簿
（６）前各号に掲げるもののほか、３０年の保存期間が必要であると認められるもの

３　第３類（１０年保存）
（１）中期計画及び中期計画に基づく事業報告書
（２）理事会、評議員会及び運営委員会に関する文書
（３）契約に係る決裁文書及びその他契約に至る過程が記録された文書
（４）表彰又は懲戒を行うための決裁文書
（５）前各号に掲げるもののほか、１０年の保存期間が必要であると認められるもの

４	第４類（６年保存）
（１）求職者支援訓練の実施記録のうち、訓練終了後６年間の保管を義務づけられている下記の文書、ならびそれらに相当するもの

	
	帳簿の種類
	保管の方法
	備考

	①
	受講申込書
	原本を保管
	様式 C-1（修了者分及び修了証を発行した中途退校者分）

	②
	訓練日誌
	原本を保管
	実施様式１（企業実習訓練日誌を作成している場合も含む。）

	③
	求職者支援訓練開始届（写し）
	ＰＤＦ等の保管可
	様式 A-28（別添１、２含む。）

	④
	出席簿
	原本を保管
	様式 A-20-1（企業実習を実施した場合は、様式 A-32 の別葉を含む。）

	⑤
	中間考査・修了考査の結果が記載された書類
	原本を保管
	採点基準、評価基準、各受講者の採点結果が記載されているもの

	⑥
	求職者支援訓練終了届（写し）
	ＰＤＦ等の保管可
	様式 A-29（別添を含む。）

	⑦
	受講者出欠報告書
	原本を保管
	様式 A-32（別添を含む。）

	⑧
	認定職業訓練に係る就職状況報告書（写し）
	ＰＤＦ等の保管可
	様式 A-15

	⑨
	就職状況報告書
	原本を保管
	様式 A-14

	⑩
	認定職業訓練就職者名簿（写し）
	ＰＤＦ等の保管可
	様式 A-34

	⑪
	中途退校者報告書（写し）
	ＰＤＦ等の保管可
	様式 C-10

	⑫
	求職者支援訓練に係る就職率確定通知書
	原本を保管
	様式 A-10

	⑬
	託児サービス利用申込書
（利用者に限る。）
	原本を保管
	様式 A-50

	⑭
	職場見学等実施報告書総括表
	原本を保管
	様式 A-52（別添を含む。）

	⑮
	企業実習実施報告書総括表
	原本を保管
	様式 A-55（別添を含む。）




（２）「訓練受講者改善指導記録（参考様式７）」及び「警告・勧告文書等（参考様式７－１～７－１０）」
（３）年度計画書及び年度計画に基づく実績報告書
（４）指導、監査等に関する決裁文書（第７条第３項の文書を含む）
（５）前各号に掲げるもののほか、６年の保存期間が必要であると認められるもの

５　第５類（３年保存）
（１）当法人の業務の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書
（２）当法人業務に係る意思決定又は遂行上参考とした事項が記録された文書
（３）職員の任免、身分又は賞罰に関するもの、職員の服務及び福利厚生に関するものその他職員の勤務の状況が記録されたもの
（４）報告書、届出書その他当法人の業務に係る確認を行うための決裁文書
（５）広報に関する決裁文書
（６）前各号に掲げるもののほか、３年の保存期間が必要であると認められるもの


以　上
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